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①農地流動化等の推進
　ア．農地保有合理化事業
　イ．利用権設定等促進事業
　ウ．農地利用集積円滑化事業

　○ 優良農地の確保と農地の有効活
用による効率的かつ安定的な農
業構造を確立することは、農業
経営の根幹をなすものであり上
記の三事業を主体として適正な
権利移動、権利の設定を行い農
地流動化の推進を図る。

③農業者年金の加入促進
　○ 農業者の老後の安定と意欲のあ
る担い手の確保及び農業者が
個々に保有する農業生産基盤の
円滑な継承に寄与するため、制
度の定着を図る。

④農地パトロールの実施
　○ 優良農地の確保・保全と農地の
遊休化や不適切な農地利用の防
止に向けた重点的な取り組みを
行う。…農業委員による現地調
査など。（農地法改正により「利
用状況調査」として定められ
た。）

②農業後継者対策の推進
　○ 離農者や高齢経営者が増加傾向
にある現状に鑑み、担い手や新
規就農者の確保と育成を図るた
め、関係機関・団体などと連携
を密にして、後継者対策の推進
を図る。

お知らせ
　　農地を相続したら
　　届出を
◎ 相続等によって農地を取得し
た方は、農地のある市町村の
農業委員会に届け出が必要と
なりました。

※ 手続きは、農業委員会又は役
場本庁（町民課）、浜中支所
窓口でお願いします。
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、
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農
業
委
員
会
（
以
下
、
委
員
会
）
は
市

町
村
に
置
か
れ
る
機
関
で
あ
っ
て
、
二
つ

の
性
格
が
、法
に
よ
り
定
め
ら
れ
て
ま
す
。

　

第
一
の
性
格
は
、
委
員
会
は
市
町
村
の

機
関
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
長
の
統
轄
に

属
し
、
委
員
会
の
事
務
所
の
設
置
や
所
要

予
算
の
計
上
・
執
行
等
の
事
務
は
、
市
町

村
長
が
所
掌
し
ま
す
。
し
か
し
、
法
令
に

よ
っ
て
委
員
会
の
所
掌
の
属
さ
せ
た
事
務

の
執
行
に
つ
い
て
は
、
市
町
村
長
の
補
助

機
関
で
は
な
く
、
独
立
し
た
別
個
の
行
政

機
関
で
あ
る
た
め
、
市
町
村
長
の
監
督
は

受
け
ま
せ
ん
。
第
二
の
性
格
は
、
農
業
及

び
農
業
者
の
公
的
代
表
機
関
と
し
て
、
農

地
等
の
確
保
・
利
用
の
集
積
及
び
経
営
の

合
理
化
を
図
る
ほ
か
、
農
業
及
び
農
業
者

に
関
す
る
意
見
を
公
表
し
、
他
の
行
政
庁

に
建
議
し
た
り
、
又
は
そ
の
諮
問
に
応
じ

て
答
申
す
る
こ
と
が
で
き
る
機
能
を
も
っ

て
い
ま
す
。

　

こ
の
よ
う
な
こ
と
か
ら
、
年
度
毎
に
委

員
会
は
、
活
動
方
針
・
事
業
計
画
な
ど
、

目
標
を
定
め
な
が
ら
、
農
業
及
び
農
業
者

の
代
表
機
関
と
し
て
、
農
地
の
確
保
や
利

用
の
集
積
及
び
経
営
の
合
理
化
等
を
進
め

て
お
り
ま
す
。
今
月
号
で
は
、
先
の
委
員

会
総
会
で
決
定
し
た
、
平
成
二
十
二
年
度

の
活
動
方
針
と
事
業
計
画
の
一
部
を
お
知

ら
せ
い
た
し
ま
す
。

  

平
成
二
十
年
に
、
北
海
道
農
業
会
議
会

長
会
議
（
農
業
委
員
会
系
統
組
織
）
で
、

決
定
さ
れ
た
「
新
・
農
地
と
担
い
手
を
守

り
活
か
す
運
動
」
の
趣
旨
に
沿
う
こ
と
を

方
針
と
し
て
決
定
し
ま
し
た
。

　

運
動
の
重
点
事
項
は
、

① 

遊
休
農
地
の
発
生
防
止
・
解
消
と
優
良

農
地
の
確
保

② 

担
い
手
の
確
保
と
農
地
の
利
用
集
積
な

ど
経
営
確
立
の
支
援

③ 

地
域
の
実
態
に
応
じ
た
農
業
・
農
村
の

活
性
化
対
策
の
実
践

　

こ
れ
ら
の
事
項
を
念
頭
に
置
き
、
農
業

者
の
立
場
に
配
慮
し
た
確
か
な
方
向
を
目

指
し
、
有
効
適
切
な
土
地
利
用
に
よ
る
農

業
経
営
の
効
率
化

の
促
進
や
農
業
の

安
定
化
を
図
っ
て

い
き
ま
す
。


